
みえ半導体産業振興方針素案策定業務委託に係る企画提案コンペに関する質問・

回答 

 

 

Ａ１．仕様書に記載されている内容を着実に執行いただくことです。 

 

 

Ａ２．現時点で想定している具体的な業務はありません。必要となる業務が生じ

た際には、「９ その他特記事項」（６）のとおり、受託者と協議のうえ実施す

るものとします。 

 

 

Ａ３．有識者会議において議論する際には、会議の開催までの間に、当該議論に

必要な資料を作成する必要があります。 

Ｑ１．「4 業務概要」内の「（１）振興方針素案の策定」について、受託者に

対して特に期待されている点がございましたらご教示ください。 

Ｑ２．同じく「4 業務概要」内の「（３）その他上記（１）及び（２）に付随

する業務」について、現時点で想定されている具体的な業務内容がござい

ましたらご教示いただけますでしょうか。 

Ｑ３．第 2回（8月頃開催予定）の有識者会議では、「課題に応じた取組の方

向性やめざす姿」について議論される予定と認識しておりますが、当該会

議までに方向性やめざす姿のたたき台を事前に作成しておく必要がある

か、ご教示ください。 


